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令和２年９月第３回八街市議会定例会会議録（第１号）

…………………………………………………

１．開議 令和２年８月３１日 午前１０時００分

１．出席議員は次のとおり

１番 小 向 繁 展

２番 栗 林 澄 惠

３番 木 内 文 雄

４番 新 見 準

５番 小 川 喜 敬

６番 山 田 雅 士

７番 小 澤 孝 延

８番 角 麻 子

９番 小 菅 耕 二

10番 木 村 利 晴

11番 石 井 孝 昭

12番 桜 田 秀 雄

13番 林 修 三

14番 山 口 孝 弘

15番 小 髙 良 則

16番 加 藤 弘

17番 京 増 藤 江

18番 丸 山 わき子

19番 林 政 男

20番 鈴 木 広 美

…………………………………………………

１．欠席議員は次のとおり

なし

…………………………………………………

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

○市長部局

・議案説明者

市 長 北 村 新 司

副 市 長 橋 本 欣 也

総 務 部 長 大 木 俊 行

総務部参事（事）財政課長 會 嶋 禎 人

市 民 部 長 吉 田 正 明
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経 済 環 境 部 長 黒 﨑 淳 一

建 設 部 長 市 川 明 男

会 計 管 理 者 髙 梨 富美子

水 道 課 長 海 保 直 之

・連 絡 員

総務部参事（事）秘書広報課長 鈴 木 正 義

総務部参事（事）総務課長 片 岡 和 久

…………………………………………………

○教育委員会

・議案説明者

教 育 長 加曽利 佳 信

教 育 次 長 関 貴美代

…………………………………………………

○農業委員会

・議案説明者

農業委員会事務局長 梅 澤 孝 行

…………………………………………………

○監査委員

・議案説明者

監 査 委 員 事 務 局 長 柿 沼 典 夫

…………………………………………………

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり

事 務 局 長 日野原 広 志

副 主 幹 中 嶋 敏 江

副 主 幹 須賀澤 勲

主 査 嘉 瀨 順 子

主 任 主 事 今 関 雅

主 任 主 事 村 山 のり子

…………………………………………………

１．会議事件は次のとおり

○議事日程（第１号）

令和２年８月３１日（月）午前１０時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 発議案の上程

発議案第３号
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提案理由の説明

委員会付託省略、質疑、討論、採決

日程第４ 議案の上程

諮問 第１号、議案第１号から議案第１３号

提案理由の説明

諮問第１号、議案第１号、議案第２号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託

日程第５ 休会の件
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○議長（鈴木広美君）

本日、令和２年９月第３回八街市議会定例会はここに開会される運びとなりました。

この定例会は諮問１件、議案１３件が提出されることになっております。慎重に審議を尽く

され、市民の負託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましてもご

協力をお願いいたしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。

ただいまから令和２年９月第３回八街市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は２０名です。したがって、この定例会は成立しました。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりです。

日程に入る前に報告します。

最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく出席者はお手元の配付のとおりです。

次に、８月３０日までに受理した陳情１件につきましては、その写しを配付しておきました。

次に、監査委員から、７月予算執行分に係る例月出納検査報告書と各会計の決算審査意見書

が提出されましたので、その写しを配付しておきました。

次に、地方自治法第１０４条第１３項及び会議規則第１７２条第１項の規定に基づく議員派

遣について、配付の資料のとおり派遣を行いました。

次に、地方自治法第１０４条の規定により、議会の代表として出席した会議等は配付のとお

りです。

以上で報告を終わります。

次に、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第８８条の規定により、小向繁展議員、栗林澄惠議員を

指名いたします。

日程第２、会期の決定についてを議題とします。

この件については議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。

○小菅耕二君

令和２年９月定例会の会期等を協議するため、去る８月２１日に議会運営委員会を開催し協

議いたしましたので、その結果についてご報告します。

９月定例会に上程される案件は、諮問１件、議案１３件であります。

次に、一般質問の通告が、代表６人、個人４人からありました。

以上の案件を協議するため、９月定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、会

期を、本日から１０月２日までの３３日間と協議決定いたしました。

この会期等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位のご協力をお願い申

し上げまして、議会運営委員長のご報告といたします。

○議長（鈴木広美君）

ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は本日から１０月２日までの３３日間と

することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。会期は３３日間に決定いたしました。

日程第３、発議案の上程を行います。

発議案第３号の提案理由を求めます。

○小菅耕二君

おはようございます。

発議案第３号についてご説明いたします。

八街市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定について。

上記の議案を次のとおり、地方自治法第１１２条及び八街市市議会規則第１４条の規定によ

り提出いたします。

令和２年８月３１日、八街市議会議長、鈴木広美様。

提出者、八街市議会議員、私、小菅耕二。

賛成者、八街市議会議員、小髙良則議員、同じく丸山わき子議員、同じく加藤弘議員、同じ

く山口孝弘議員、同じく桜田秀雄議員、同じく木村利晴議員、同じく角麻子議員、同じく木

内文雄議員です。

提案理由を申し上げます。

議員報酬及び議員の期末手当に係る支給額については、八街市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例で定められています。この議員報酬については、役務の対価が基本と考

えますが、疾病その他の事由により、長期間市議会の会議を欠席することを余儀なくされた

議員が、議員報酬や期末手当を辞退、または返還することは、公職選挙法に規定される寄附

行為に該当するため禁止されています。

また、このような場合における議員報酬の支給等の在り方について規定した法律等も制定さ

れていないことから、欠席期間に応じて議員報酬等を減額する旨の条例を新たに制定したく、

本年２月から議会運営委員会で協議を重ねてまいりました。

主な内容をご説明いたしますと、議員報酬の減額割合は、第４条で規定されております。長

期欠席の期間が９０日を超え１８０日以下であるときは支給割合を１００分の８０に、１８

０日を超え３６５日以下であるときは支給割合を１００分の７０に、３６５日を超えるとき

は１００分の５０にし、第５条では、期末手当の減額を報酬の減額と同様の割合で減額する

ことを規定しております。

第６条では、適用除外を規定しております。適用外となるものは、公務上の災害、災害その

他議員の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害等に準ずると認めるもの、女性

議員の出産、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１８条第１項に規

定する患者または無症状病原体保有者となった場合、と規定しております。

以上で、発議案第３号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご賛

同くださいますようお願い申し上げます。
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○議長（鈴木広美君）

お諮りします。ただいま議題となっています発議案第３号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略し、直ちに質疑、討論、採決を行いたいと思います。ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

これから質疑を行います。

発議案第３号に対しての質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

質疑がないということですので、質疑がなければこれで質疑を終了いたします。

これから討論を行います。

発議案第３号についての討論を許します。討論はありませんか。

（「討論なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

討論がなければ、これで発議案第３号の討論を終了いたします。

これから採決を行います。

発議案第３号を採決します。この発議案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。

（起 立 全 員）

○議長（鈴木広美君）

起立全員です。発議案第３号は原案のとおり可決されました。

続きまして、日程第４、議案の上程を行います。

諮問第１号及び議案第１号から議案第１３号を一括議題とします。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

諮問第１号及び議案第１号から議案第１３号の提案理由の説明を求めます。

○市長（北村新司君）

本日ここに、令和２年９月第３回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には、ご多用のところご参集いただき、誠にありがたく御礼申し上げます。

最初に、緊急事態宣言により落ち着いたかに見えた新型コロナウイルスでございますが、緊

急事態宣言の解除後、社会経済活動等の再開に併せて、再び全国各地に感染が広がっており、

現在、収束の気配を見せていません。改めて、新型コロナウイルスの感染により、お亡くな

りになりました方に対して、心からのご冥福をお祈りいたしますとともに、感染された方に
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対して、早期の回復をお祈り申し上げます。

本市におきましても、３月２９日に最初の感染者が確認されて以来、多くの方が感染されて

います。市では、新型コロナウイルス感染症対策本部により、各種感染防止策や支援策を講

じるとともに、市民の皆様に対して速やかに感染情報等を提供してきたところでございます。

市民の皆様におかれましては、引き続き「新たな生活様式」の下、３密を避けるなど、感染

症対策に努めていただきますようお願い申し上げます。

また、併せて猛暑が続いて熱中症による救急搬送が急増しています。熱中症は命に関わる病

気でございます。「暑さを避ける」「小まめな水分補給」「適度な睡眠」「暑さに備えた体

作り」「適宜マスクを外す」など、一人ひとりが熱中症予防策とともに健康管理に十分努め

てくださいますようお願いいたします。

それでは、提案いたしました各議案についてご説明申し上げます。

本定例会に提案いたしました案件は、諮問１件、人事案件２件、条例の改正１件、令和２年

度八街市一般会計補正予算、令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算、令和２年度八街

市下水道事業会計補正予算、令和２年度八街市水道事業会計補正予算、令和元年度各会計決

算の認定の合計１４件でございます。

それでは、各議案ごとにご説明いたします。

諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。

これは、鈴木恵子氏の任期が令和３年３月３１日で満了となりますが、引き続き同氏を再任

することについて、議会の意見を求めるものでございます。

議案第１号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。

これは、小出聰一氏の任期が令和２年９月４日で満了となりますが、引き続き同氏を選任す

ることについて、議会の同意を求めるものでございます。

議案第２号は、教育委員会委員の任命についてでございます。

これは、大西昭委員の任期が、令和２年９月３０日をもって満了することに伴い、新たに吉

田昌弘氏を任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。

議案第３号は、八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正による個人番号の通知カードの廃止に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。

議案第４号は、令和２年度八街市一般会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算から１億１４万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を３２６

億６千５６６万６千円とするものでございます。

歳入につきましては、市税として、軽自動車税の環境性能割１３５万９千円の減、環境性能

割交付金として、普通自動車に係る環境性能割交付金７００万円の減、地方特例交付金とし

て、算定額の確定により８３５万９千円の増、地方交付税とて、普通交付税額の確定により

１千６８８万６千円の増、国庫支出金として、生活困窮者自立支援事業負担金等の増及び社

会資本整備総合交付金の減により１千３０１万６千円の減、県支出金として、被災農業施設
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等復旧支援事業補助金等の増及び農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金等の減により２千

９０４万６千円の増、繰入金として、介護保険特別会計繰入金の計上及び財政調整基金繰入

金の減により３千１３９万１千円の減、諸収入として、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金の減により７千５７７万円の減、市債として、老人福祉センター整備事業等の増及び臨

時財政対策債等の減により２千５９０万円の減でございます。

歳出につきましては、議会費として、新型コロナウイルス感染症の影響による視察や研修等

の中止、政務活動費交付金の減額等により１千４５万７千円の減、総務費として、法令改正

により国外転出者の利用継続を可能にするなど、マイナンバーカードの利便性を向上させる

ため、社会保障・税番号制度システム改修費の増額、及び庁舎管理・整備に係る事業費の一

部確定に伴う減額等により９千１０２万７千円の減、民生費として、新型コロナウイルス感

染症の影響による収入減等対策としての住居確保給付金、特別支援学校の臨時休校に伴う放

課後等デイサービス支援、私立保育園等の感染症対策費用に対する補助の増額、県の制度改

正に併せた、ひとり親家庭等への医療費給付額の拡充、過年度国庫支出金返還金の予算計上、

その他行事等の中止・縮小に伴う事業費の減額により６千８０２万２千円の増、衛生費とし

て、新型コロナウイルス感染症の影響による健康診査業務の縮小、クリーンセンターの管理

運営に係る事業費の一部確定に伴う減額等により２千６５２万７千円の減、農林水産業費と

して、昨年の台風等で被災した農業用ハウス等の再建に加え、当該施設の補強を支援する補

助金の増額、行事の中止決定に伴う補助金等の減額により２千７５５万１千円の増、商工費

として、新型コロナウイルス感染症の影響による行事の中止決定に伴う事業費等の減額によ

り５４８万２千円の減、土木費として、流末排水施設整備に係る用地買収費等の増額、市道

等整備に係る国庫補助金の確定等に伴う事業費の減額により６千５９９万８千円の減、消防

費として、一般職人件費の補正により７９０万２千円の増、教育費として、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による各種大会や行事の中止・縮小等に伴う事業費の減額により４１２万

９千円の減となっております。

債務負担行為の補正につきましては、業務委託に関するもの３件の追加をするものでござい

ます。

議案第５号は、令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算に１億３千２３９万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を５

０億６千５０５万３千円とするものでございます。

歳入につきましては、国庫支出金２千５８３万７千円の増、支払基金交付金１千５９１万円

の増、県支出金１千５５９万円の増、繰越金７千５０５万４千円の増となっております。

歳出につきましては、総務費１千８５２万８千円の増、地域支援事業費３９万６千円の減、

基金積立金６千２１０万９千円の増、諸支出金５千２１５万円の増となっております。

債務負担行為の補正につきましては、業務委託に関するもの１件の追加をするものでござい

ます。

議案第６号は、令和２年度八街市下水道事業会計補正予算についてでございます。
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この補正予算は、収益的収入につきましては、既定の予算に４千２６３万９千円を増額し、

総額を８億３千４１２万６千円とするものでございます。収益的支出につきましては、既定

の予算から１千５１２万円を減額し、総額を７億５千９８１万３千円とするものでございま

す。

資本的収入につきましては、既定の予算に１４３万５千円を増額し、総額を２億５３２万６

千円とするものでございます。資本的支出につきましては、既定の予算から３３万６千円を

減額し、総額を４億４千８５９万６千円とするものでございます。

議案第７号は、令和２年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、収益的支出につきましては、既定の予算に１４万円を追加し、総額を１０

億６千８４５万９千円とするものでございます。

資本的支出につきましては、既定の予算に１６７万１千円を追加し、総額を３億１千８２６

万９千円とするものでございます。

議案第８号は、令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

本決算は、歳入決算額２３１億８千１８２万７千９０７円、歳出決算額２２２億７千９１４

万１千１９２円で、歳入歳出差引額は９億２６８万６千７１５円となりました。２億６千万

円を財政調整基金に積立て、６億４千２６８万６千７１５円を令和２年度に繰越しをするも

のでございます。

議案第９号は、令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでござ

います。

本決算は、歳入決算額８７億８千８７２万２千８１４円、歳出決算額８７億５千９１１万６

７３円で、歳入歳出差引額は２千９６１万２千１４１円となりました。８８８万円を財政調

整基金に積立て、２千７３万２千１４１円を令和２年度に繰越しをするものでございます。

議案第１０号は、令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございます。

本決算は、歳入決算額６億３千９９８万３９９円、歳出決算額６億３千５６２万７千６５２

円で、歳入歳出差引額４３５万２千７４７円を、令和２年度に繰越しをするものでございま

す。

議案第１１号は、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでござい

ます。

本決算は、歳入決算額４５億９千３９４万４千５２０円、歳出決算額４５億１千７８８万９

千５４７円で、歳入歳出差引額７千６０５万４千９７３円を令和２年度に繰越しをするもの

でございます。

議案第１２号は、令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでござ

います。

本決算は、歳入決算額８億２千１７５万５千８２円、歳出決算額７億７千８５７万４０２円

で、歳入歳出差引額４千３１８万４千６８０円を、令和２年度に繰越しをするものでござい
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ます。

議案第１３号は、令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいます。

本決算は、収益的収支では、水道事業収益１１億１千８３５万５千９４１円に対し、水道事

業費用９億７千９７万２千７０５円となり、収支差引１億４千７３８万３千２３６円の純利

益が生じ、減債積立金の取崩しに伴い発生した、その他の未処分利益剰余金変動額１億２千

万円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は２億６千７３８万３千２３６円となりました。

資本的収支では、収入総額２千４８６万６千４００円に対し、支出総額２億４千３５２万８

千４５８円であり、収入額が支出額に対して不足する額２億１千８６６万２千５８円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３５万４千８８１円、減債積立金１億２千

万円、過年度分損益勘定留保資金４千６８２万５千３２９円及び当年度分損益勘定留保資金

５千４８万１千８４８円で補填するものでございます。

なお、各会計の決算の詳細につきましては、各担当部長等より説明いたしますので、よろし

くご審議くださいますようお願い申し上げます。

最後に、議案ではございませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について監査委員の

審査に付し、その意見を付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、かつ、公

表することとなっておりますので、ここで報告させていただきます。

各比率につきましては、配付してあります「令和元年度決算に基づく健全化判断比率報告

書」及び「令和元年度決算に基づく資金不足比率報告書」のとおりでございます。また、そ

れぞれについて、監査委員の審査意見書を添付してございます。

それでは、各比率についてご説明させていただきます。

令和元年度決算に基づく健全化判断比率報告書１ページ中、実質赤字比率及び連結実質赤字

比率につきましては、一般会計が黒字となり、また一般会計を含む全会計の実質収支の合計

額が黒字であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに算定されず、バー表示と

なっております。

続いて、実質公債費比率につきましては、６．０パーセント、将来負担比率については、２

９．７パーセントとなっており、全ての比率において、早期健全化基準の数値を下回ってお

ります。

次に、令和元年度決算に基づく資金不足比率報告書１ページ中、資金不足比率につきまして

は、実質赤字比率及び連結実質赤字比率と同様にバー表示となっており、資金に剰余額が生

じております。

以上をもちまして、報告に代えさせていただきます。

○議長（鈴木広美君）

続きまして、議案第８号について、大木総務部長よりお願いいたします。

○総務部長（大木俊行君）
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それでは、議案第８号、令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。

歳入歳出決算書の７ページをお開きください。

初めに歳入ですが、予算現額２５１億３千８１３万４千円に対し、決算額は、２３１億８千

１８２万７千９０７円でございます。決算額を前年度と比較しますと、プラス１０億６千１

８５万３千９５２円、４．８パーセントの増となっております。

次に歳出ですが、予算現額２５１億３千８１３万４千円に対し、決算額は、２２２億７千９

１４万１千１９２円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、プラス８億３千３

４９万６８８円、３．９パーセントの増となっております。

歳入歳出差引の結果、残額は９億２６８万６千７１５円となり、このうち２億６千万円を地

方自治法第２３３条の２の規定に基づき、一般会計財政調整基金に編入することにより、翌

年度への繰越額は６億４千２６８万６千７１５円となります。

なお、この額には繰越明許費及び事故繰越しの繰越額、４億７千９７４万円が含まれており

ます。

それでは、歳入歳出決算の概要について、ご説明いたします。

なお、詳細につきましては、１６ページ以降の令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算事項

別明細書をご参照いただきたいと存じます。

それでは、８ページ、９ページをお開きください。

初めに、歳入全体の３２．６パーセントを占めております１款、市税でございます。

予算現額７４億９千４７４万９千円に対し、調定額８６億３千９３３万２千５６０円、収入

済額７５億５千９５３万６３０円、不納欠損額９千９２８万８千５５円、収入未済額９億８

千５１万３千８７５円となりました。

収入済額を前年度と比較いたしますと、プラス１億５千５２万８千１４円、２．０パーセン

トの増となっております。

収入率につきましては、現年課税分が、前年度より０．４ポイント増の９７．６パーセント、

滞納繰越分は、前年度より１．６ポイント減の１９．２パーセント、市税合計では、前年度

より１．６ポイント増の８７．５パーセントとなっております。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項市民税は、収入済額３６億９千３９０万４８１円で、前年度と比較し、プラス５千７９

１万２千３２円、１．６パーセントの増となっております。

２項固定資産税は、収入済額２９億２千６１０万９千４６円で、前年度と比較し、プラス６

千９１２万６千２３７円、２．４パーセントの増となっております。

３項軽自動車税は、収入済額２億２千２７１万５千１０６円で、前年度と比較し、プラス７

００万１千８３３円、３．２パーセントの増となっております。

４項市たばこ税は、収入済額５億９千５１３万２千７０円で、前年度と比較し、プラス１千

５１２万４０１円、２．６パーセントの増となっております。

６項都市計画税は、収入済額１億２千１６７万３千９２７円、前年度と比較し、プラス１３
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６万７千５１１円、１．１パーセントの増となっております。

次に、２款地方譲与税は、予算現額１億９千６４７万６千円に対し、調定額・収入済額とも

に１億７千４１９万６千１７円でございます。収入済額は前年度と比較し、プラス１８３万

１千１７円、１．１パーセントの増となっております。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項地方揮発油譲与税は、収入済額４千４００万１千円で、前年度と比較し、マイナス５７

６万６千円、１１．６パーセントの減となっております。

２項自動車重量譲与税は、収入済額１億２千６７１万９千円で、前年度と比較し、プラス４

１２万１千円、３．４パーセントの増となっております。

３項森林環境譲与税は、収入済額３４７万６千円で、令和元年度からの新規増となっており

ます。

次に、３款利子割交付金は、予算現額７００万円に対し、調定額・収入済額ともに５８５万

９千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス５１０万６千円、４６．６パー

セントの減となっております。

次に、４款配当割交付金は、予算現額４千万円に対し、調定額・収入済額ともに４千８０万

１千円でございます。収入済額は前年度と比較し、プラス４７８万９千円、１３．３パーセ

ントの増となっております。

次に、５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額４千５００万円に対し、調定額・収入済額

ともに２千６８５万２千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス６３５万１

千円、１９．１パーセントの減となっております。

次に、６款地方消費税交付金は、予算現額１１億８千６００万円に対し、調定額・収入済額

ともに１１億６千７７６万３千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス３千

２９０万５千円、２．７パーセントの減となっております。

次に、７款ゴルフ場利用税交付金は、予算現額１千８００万円に対し、調定額・収入済額と

もに１千９０３万４千２２５円でございます。収入済額は、前年度と比較し、マイナス１８

万２千７３５円、１．０パーセントの減となっております。

次に、８款自動車取得税交付金は、予算現額４千４００万円に対し、調定額・収入済額とも

に３千５８８万６千５８６円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス２千６２

３万５千４１４円、４２．２パーセントの減となっております。

次に、９款環境性能割交付金は、予算現額１千６００万円に対し、調定額・収入済額とも

に１千４８万６千円で、令和元年度からの新規増となっております。

次に、１０款地方特例交付金は、予算現額８千８９８万５千円に対し、調定額・収入済額と

もに１億３千９２９万７千円でございます。収入済額は前年度と比較し、プラス１億７０５

万２千円、３３２．０パーセントの増となっております。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項地方特例交付金は、収入済額４千３８０万５千円で、前年度と比較し、プラス１千１５
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６万円、３５．９パーセントの増となっております。

２項子ども・子育て支援臨時交付金は、収入済額９千５４９万２千円で、新規増となってお

ります。

次に、歳入全体の１７．５パーセントを占めております、１１款地方交付税でございます。

予算現額３９億５千１０２万４千円に対し、調定額・収入済額ともに４０億５千８６０万１

千円で、収入済額は前年度と比較し、プラス４億２千７５６万９千円、１１．８パーセント

の増となっております 。普通交付税が１億９千８６３万６千円の増、特別交付税が２億２千

８９３万３千円の増でございます。

次に、１２款交通安全対策特別交付金は、予算現額６００万円に対し、調定額・収入済額と

もに６１９万５千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス１９万８千円、３．

１パーセントの減となっております。

次に、１３款分担金及び負担金は、予算現額１億４千８５７万５千円に対し、調定額１億５

千３４１万９千５５円、収入済額１億４千８９７万８千１５５円、不納欠損額２７万２千９

００円、収入未済額４１６万８千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス４

千５６６万２千３０円、２３．５パーセントの減となっております。

１０ページ、１１ページをお開きください。

次に、１４款使用料及び手数料は、予算現額２億７千２４２万８千円に対し、調定額２億９

千３７５万４千９８１円、収入済額２億６千７９３万６千９２０円、収入未済額２千５８１

万８千６１円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス２３万１千８０８円、０．

１パーセントの減でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項使用料は、収入済額１億２千５６万２千１３４円、前年度と比較しまして、マイナス３

８０万３千１０４円、３．１パーセントの減となっております。

２項手数料は、収入済額１億４千７３７万４千７８６円で、前年度と比較し、プラス３５７

万１千２９６円、２．５パーセントの増となっております。

次に、１５款国庫支出金は、予算現額４２億９千３７３万４千円に対し、調定額４０億８千

５４万４千４１１円、収入済額３７億６千８５０万２千４１１円、収入未済額３億１千２０

４万２千円でございます。収入済額は前年度と比較し、マイナス２億５４３万６１４円、５．

２パーセントの減となっております。これにつきましては、榎戸駅整備事業に係る社会資本

整備総合交付金などの減が主な理由でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項国庫負担金は、収入済額３２億７千８９７万７千５００円で、前年度と比較し、プラス

４千６２２万６千１４７円、１．４パーセントの増となっております。

２項国庫補助金は、収入済額４億５千８０１万５千４００円で、前年度と比較し、マイナス

２億５千５５５万１千６００円、３５．８パーセントの減となっております。

３項委託金は、収入済額３千１５０万９千５１１円で、前年度と比較し、プラス３８９万４
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千８３９円、１４．１パーセントの増となっております。

次に、１６款県支出金は、予算現額２０億８千２８０万５千円に対し、調定額１８億６千４

６２万４千３８６円、収入済額１５億２千８１４万２千３８６円で、収入未済額は３億３千

６４８万２千円でございます。収入済額は前年度と比較しまして、プラス９千６３５万６千

８８２円、６．７パーセントの増となっております。これにつきましては、小規模保育所の

移転に伴う保育所等整備交付金などの増が主な理由でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項県負担金は、収入済額１０億５千３４４万２９５円、前年度と比較し、プラス４千２５

８万５９１円、４．２パーセントの増となっております。

２項県補助金は、収入済額３億３千７７万１千７６７円で、前年度と比較し、プラス３千５

０９万７千８２円、１１．９パーセントの増となっております。

３項委託金は、収入済額１億４千３９３万３２４円、前年度と比較し、プラス１千８６７万

９千２０９円、１４．９パーセントの増となっております。

次に、１７款財産収入は、予算現額１千５７０万１千円に対し、調定額・収入済額ともに１

千４６６万３千５４４円、収入済額は前年度と比較し、マイナス１千２２２万４千２１７円、

４５．５パーセントの減となっております。これにつきましては、財産貸付収入のうち、土

地建物等貸付収入の減が主な理由でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項財産運用収入は、収入済額１千４８万２千９５８円で、前年度と比較し、マイナス３２

３万５千６９９円、２３．６パーセントの減となっております。

２項財産売払収入は、収入済額４１８万５８６円で、前年度と比較し、マイナス８９８万８

千５１８円、６８．３パーセントの減となっております。

次に、１８款寄附金は、予算現額７千７８０万円に対し、調定額・収入済額ともに８千２１

０万９千８７３円で、収入済額は前年度と比較し、プラス３千３５９万２千３７円、６９．

２パーセントの増となっております。これにつきましては、やちまた応援寄附金の増が主な

理由でございます。

次に、１９款繰入金は、予算現額８億７千９７０万４千円に対し、調定額・収入済額ともに

８億７千９７０万２千２１７円で、収入済額は前年度と比較し、プラス５億５２５万６千３

１１円、１３４．９パーセントの増となっております 。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項基金繰入金は、収入済額８億３千３４９万６千５７６円で、前年度と比較し、プラス４

億８千９０５万４千４１７円、１４２．０パーセントの増となっております。これにつきま

しては、財政調整基金繰入金の増が主なものでございます。

２項特別会計繰入金は、収入済額４千６２０万５千６４１円で、前年度と比較し、プラス１

千６２０万１千８９４円、５４．０パーセントの増となっております。これにつきましては、

介護保険特別会計繰入金の増が主な理由でございます。
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次に、２０款繰越金は、予算現額２億２千４３２万３千円に対し、調定額・収入済額ともに

２億２千４３２万３千４５１円で、収入済額は前年度と比較し、マイナス１億９千７８９万

４千３２１円、４６．９パーセントの減となっております。

次に、２１款諸収入は、予算現額７億７千５４３万円に対し、調定額６億６千９８３万８千

３４８円、収入済額５億９千３５６万７千４９２円、収入未済額７千６２７万８５６円でご

ざいます。収入済額は前年度と比較し、マイナス４千８４８万５千１７０円、７．６パーセ

ントの減となっております。これにつきましては、給食事業収入の減が主な理由でございま

す。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項延滞金加算金及び過料は、収入済額５千５４１万８千６０４円で、前年度と比較し、マ

イナス２７２万４千２３７円、４．７パーセントの減となっております。

２項貸付金元利収入は、収入済額３千５００万円で、前年度と同額でございます。

３項受託事業収入は、収入済額１千３８３万７千７１８円で、前年度と比較し、プラス１１

３万３千９３円、８．９パーセントの増となっております。

４項市預金利子は、収入済額４千９３１円で、前年度と比較し、マイナス３万９千４５１円、

８８．９パーセントの減となっております。

５項雑入は、収入済額４億８千９３０万６千２３９円で、前年度と比較し、マイナス４千６

８５万４千５７５円、８．７パーセントの減となっております。

次に、２２款市債は、予算現額３２億７千４４０万円に対し、調定額・収入済額ともに２４

億２千９４０万円でございます 。収入済額は前年度と比較し、プラス３億５３０万円、

１４．４パーセントの増となっております。

以上、歳入決算は、予算現額２５１億３千８１３万４千円に対し、調定額２５０億１千６６

８万３千６５４円、収入済額２３１億８千１８２万７千９０７円、不納欠損額９千９５６万

９５５円、収入未済額１７億３千５２９万４千７９２円となっております。

続きまして、１２ページ、１３ページをお開きください。

歳出決算についてご説明いたします。

１款議会費は、予算現額２億１千１５８万５千円に対し、支出済額２億５５４万５千５４８

円、不用額６０３万９千４５２円となり、支出済額は前年度と比較し、マイナス４４１万４

千１４８円、２．１パーセントの減となっております。これにつきましては、議会運営費の

減が主な理由となっております。

次に、２款総務費は、予算現額２３億７千８４１万３千円に対し、支出済額は２２億１千４

４万６４１円、翌年度繰越額８千４３５万２千円、不用額８千３６２万３５９円となり、支

出済額は前年度と比較し、マイナス４千７７１万９千８４９円、２．１パーセントの減と

なっております。これにつきましては、庁舎耐震整備事業費の減が主な理由となっておりま

す。

それでは、項ごとにご説明いたします。
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１項総務管理費は、支出済額１５億５千４５５万２千５９４円、前年度と比較し、マイナス

１億３千１８９万１千５１３円、７．８パーセントの減となっております。

２項徴税費は、支出済額４億１千５６２万１千８２３円で、前年度と比較し、プラス４千１

０１万８千９１９円、１０．９パーセントの増となっております。

３項戸籍住民基本台帳費は、支出済額１億２千７８５万７千２１３円で、前年度と比較し、

マイナス１千７万３千８９８円、７．３パーセントの減となっております。

４項選挙費は、支出済額６千６５２万７千３８０円で、前年度と比較し、プラス５千１０２

万２千３００円、３２９．１パーセントの増となっております。

５項統計調査費は、支出済額１千８５７万８千１１６円で、前年度と比較し、プラス１８２

万８千２１４円、１０．９パーセントの増となっております。

６項監査委員費は、支出済額２千７３０万３千５１５円で、前年度と比較し、プラス３７万

６千１２９円、１．４パーセントの増となっております。

次に、３款民生費は、予算現額９９億５千４６９万８千円に対し、支出済額９４億１千３１

４万５千５１１円、翌年度繰越額は３千７９０万５千円、不用額は５億３６４万７千４８９

円となり、支出済額は前年度と比較し、プラス４億９千４６６万４千４９９円、５．５パー

セントの増となっております。これにつきましては、プレミアム付商品券発行事業費及び障

害者自立支援給付事業費の増が、主な理由となっております。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項社会福祉費、支出済額４３億８千４６１万８千５９５円で、前年度と比較し、プラス２

億４千７１万３千５１５円、５．８パーセントの増となっております。

２項児童福祉費は、支出済額２９億４千６２２万５千９３１円、前年度と比較し、プラス１

億２千８８３万６千１１１円、４．６パーセントの増となっております。

３項生活保護費は、支出済額２０億６千９３４万７千３７５円で、前年度と比較し、プラス

１億１千２１６万１千２６３円、５．７パーセントの増となっております。

４項災害救助費は、支出済額１千２９５万３千６１０円で、災害関連の新規増となっており

ます。

次に、４款衛生費は、予算現額２０億９千７６０万９千円に対し、支出済額は２０億５４２

万９千１８円、不用額は９千２１７万９千９８２円となり、支出済額は前年度と比較し、マ

イナス１千２３０万５千５２５円、０．６パーセントの減となっております。これにつきま

しては、印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部繰出事業費及び塵芥処理に係る維持管理

経費の減が、主な理由でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項保健衛生費は、支出済額９億１千１４６万１千４６８円で、前年度と比較し、マイナス

１千２８７万１８９円、１．４パーセントの減となっております。

２項清掃費は、支出済額１０億９千３９６万７千５５０円で、前年度と比較し、プラス５６

万４千６６４円、０．１パーセントの増となっております。
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次に、５款農林水産業費は、予算現額７億１万４千円に対し、支出済額は２億６千１８６万

１千６８８円、翌年度繰越額４億４５９万９千円、不用額３千３５５万３千３１２円となり、

支出済額は前年度と比較し、プラス９５２万４千８１４円、３．８パーセントの増となって

おります。これにつきましては、経営体育成支援事業費の増が主な理由となっております。

次に、６款商工費は、予算現額１億２千３９１万９千円に対し、支出済額１億２千１０５万

４千５９０円、不用額２８６万４千４１０円となり、支出済額は前年度と比較し、マイナス

２４６万７千８３５円、２．０パーセントの減となっております。これにつきましては、商

工会議所事業補助費の減が主な理由となっております。

次に、７款土木費は、予算現額２１億１千３７２万５千円に対し、支出済額１２億４千６４

６万７千７５２円、翌年度繰越額７億４千５１６万７千円、不用額１億２千２０９万２４８

円となり、支出済額は前年度と比較し、マイナス１１億５千４３８万４千８９０円、４８．

１パーセントの減となっております。これにつきましては、榎戸駅整備事業費の減が主な理

由となっております。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項土木管理費は、支出済額９千６１７万７千６７０円で、前年度と比較しますと、プラス

１千２４４万４千２１０円、１４．９パーセントの増となっております。

２項道路橋りょう費は、支出済額５億３４８万６千３１０円で、前年度と比較し、マイナス

１億１千２９５万７千８１９円、１８．３パーセントの減となっております。

３項河川費は、支出済額１千６０９万１千６８１円で、前年度と比較し、マイナス７７３万

４千１９９円、３２．５パーセントの減となっております。

４項都市計画費は、支出済額５億６千６１８万２千７５５円で、前年度と比較し、マイナス

１０億４千４１９万９千９５５円、６４．８パーセントの減となっております。

５項住宅費は、支出済額６千４５２万９千３３６円、前年度と比較し、マイナス１９３万７

千１２７円、２．９パーセントの減となっております。

次に、８款消防費は、予算現額１３億６千５１３万４千円に対し、支出済額は１３億５千７

１７万４千８３１円、不用額は７９５万９千１６９円となり、支出済額は前年度と比較し、

プラス２千２６７万３千９９６円、１．７パーセントの増となっております。これにつきま

しては、佐倉市八街市酒々井町消防組合費の増が主な理由となっております。

次に、９款教育費は、予算現額４２億９３７万円に対し、支出済額は３５億５８４万５千１

４円、翌年度繰越額３千７１２万４千円、不用額６億６千６４０万９８６円となり、支出済

額は、前年度と比較し、プラス１４億５千７２２万９千３５１円、７１．１パーセントの増

となっております。これにつきましては、小学校及び中学校空調設備整備事業費の増が主な

理由でございます。

それでは、項ごとにご説明いたします。

１項教育総務費は、支出済額３億２千４４２万３千６９４円で、前年度と比較し、プラス４

千９３０万９千９７３円、１７．９パーセントの増となっております。
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２項小学校費は、支出済額８億５千８００万２１６円で、前年度と比較し、プラス５億１千

５３１万３千４０５円、１５０．４パーセントの増となっております。

３項、中学校費は、支出済額１０億９６５万３千１７２円で、前年度と比較し、プラス８億

７千５５０万２千５００円、６５２．６パーセントの増となっております。

４項幼稚園費は、支出済額１億５千８８９万４千５４８円で、前年度と比較し、プラス７１

１万２千３５６円、４．７パーセントの増となっております。

５項社会教育費は、支出済額３億８千１８６万１千２３０円で、前年度と比較し、プラス４

千８８８万５千９５７円、１４．７パーセントの増となっております。

６項保健体育費は、支出済額７億７千３０１万２千１５４円で、前年度と比較し、マイナス

３千８８９万４千８４０円、４．８パーセントの減となっております。

次に、１０款災害復旧費は、予算現額１億１０７万３千円に対し、支出済額は８千１５２万

９千６７３円、翌年度繰越額は１千３８１万７千円、不用額５７２万６千３２７円となり、

台風等で被災した学校施設等の復旧費として、新規増となっております。

１４ページ、１５ページをお開きください。

次に、１１款公債費は、予算現額１８億７千１６４万７千円に対し、支出済額１８億７千６

４万６千９２６円、不用額１００万７４円で、支出済額は前年度と比較し、マイナス１千８

３万９千３９８円、０．６パーセントの減となっております。

次に、１２款予備費は、当初及び補正予算額９千１９３万３千円のうちの８千９８万６千円

を充当した結果、予算現額は１千９４万７千円となり、同額が不用額となっております。

以上、歳出決算は、予算現額２５１億３千８１３万４千円に対し、支出済額２２２億７千９

１４万１千１９２円、翌年度繰越額１３億２千２９６万４千円、不用額１５億３千６０２万

８千８０８円となっております。

このほか、実質収支に関する調書は２４６ページ、財産に関する調書は３５４ページから３

６２ページ、定額基金の運用に関する調書は３６４ページから３６５ページに掲載してござ

いますので、後ほどご覧いただいたと存じます。

以上をもちまして、令和元年度一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

議案説明中でありますが、ここで１０分間の休憩といたします。

（休憩 午前１１時０４分）

（再開 午前１１時１４分）

○議長（鈴木広美君）

再開します。

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第９号から１１号、吉田市民部長。

○市民部長（吉田正明君）
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それでは、議案第９号、令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説

明いたします。

決算書の２５３ページをご覧ください。

歳入歳出ともに、予算現額８９億８千８３８万２千円に対し、歳入決算額は、８７億８千８

７２万２千８１４円で、前年度と比較し、７千４万３千２０４円、０．８パーセントの増と

なっております。

歳出決算額は、８７億５千９１１万６７３円で、前年度と比較し、３億４３３万６千４７４

円、３．６パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額、２千９６１万２千１４１円につきましては、八街市国民健康

保険特別会計財政調整基金条例第２条の規定に基づき、８８８万円を基金に繰入れ、残りの

２千７３万２千１４１円を翌年度に繰越しをするものでございます。

では、歳入についてご説明いたします。

２５４、２５５ページをご覧ください。

初めに、歳入１款国民健康保険税は、予算現額２０億６千８２０万２千円に対し、調定額３

３億５千２５８万９千９８円、収入済額２０億１千４５５万７千１００円、不納欠損額１億

３千９３２万２千１５５円、収入未済額１１億９千８７０万９千８４３円となっております。

収納率は、現年課税分が８８．４パーセント、滞納繰越分が１９．２パーセントでございま

す。

２款県支出金は、予算現額６１億１千８２５万６千円に対し、調定額・収入済額ともに５９

億３千５２１万９千３６６円で、主なものは、療養給付費等の財源として交付される交付金

及び特定健康診査等の実施に係る負担金でございます。

３款繰入金は、予算現額５億６千８５０万２千円に対し、調定額・収入済額ともに５億４千

８３７万３千５５２円で、一般会計からの繰入金でございます。

４款繰越金は、予算現額１億８千４７３万６千円に対し、調定額・収入済額ともに１億８千

４７３万５千４１１円で、前年度からの繰越金でございます。

５款諸収入は、予算現額４千８２７万４千円に対し、調定額１億３０５万３７１円、収入済

額１億２９４万３千３８５円、収入未済額１０万６千９８６円で、保険税延滞金及び第三者

行為による医療費納付金が主なものでございます。

６款国庫支出金は、予算現額４１万２千円に対し、調定額・収入済額ともに２８９万４千円

で、保険制度関係業務準備事業費補助金及び災害臨時特例補助金でございます。

以上、歳入合計が、予算現額８９億８千８３８万２千円、調定額１０１億２千６８６万１千

７９８円、収入済額８７億８千８７２万２千８１４円、不納欠損額１億３千９３２万２千１

５５円、収入未済額１１億９千８８１万６千８２９円となっております。

続きまして、歳出についてご説明いたします。

２５６、２５７ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額３千６２８万５千円に対し、支出済額は３千１９万１千２３４円で、
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国民健康保険事業の運営に関する管理費、保険税の賦課徴収に関する経費、国民健康保険運

営協議会に関する経費が主なものでございます。

２款保険給付費は、予算現額６０億７千２６５万８千円に対し、支出済額は５８億７千１７

２万９千４７２円で、１項療養諸費５０億７千２３７万９４４円は、療養給付費及び診療報

酬明細書の審査支払手数料が主なものでございます。

２項高額療養費７億５千７７２万３５８円は、高額療養費及び高額介護合算療養費でござい

ます。

３項移送費は、支出がございませんでした。

４項出産育児諸費３千３９８万８千１７０円は、８１件分の出産育児一時金でございます。

５項葬祭諸費７６５万円は、１５３件分の葬祭費でございます。

３款国民健康保険費納付金は、予算現額２４億１６５万２千円に対し、支出済額は２４億６

０万７千８２円で、国民健康保険の広域化に伴い千葉県に支払う納付金でございます。

４款共同事業拠出金は、予算現額２千円に対し、支出済額は９８０円で、年金受給者のデー

タから退職者医療制度該当者を抽出するための事業拠出金でございます。

５款保健事業費は、予算現額６千３０万６千円に対し、支出済額は４千９２２万６千２６３

円で、特定健康診査及び人間ドックの助成金が主なものでございます。

６款基金積立金は、予算現額３億８千７３９万２千円に対し、支出済額は予算現額と同額の

３億８千７３９万２千円で、国民健康保険財政調整基金への積立金でございます。

７款公債費は、予算現額３００万円に対し、支出はございませんでした。

８款諸支出金は、予算現額２千２０８万７千円に対し、支出済額は１千９９６万３千６４２

円で、保険税の過誤納還付金及び国庫支出金等の返還金が主なものでございます。

９款予備費は、予算現額５００万円に対し、支出はございませんでした。

以上、歳出合計につきましては、予算現額８９億８千８３８万２千円、支出済額８７億５千

９１１万６７３円、不用額２億２千９２７万１千３２７円となっております。

それでは、続きまして、議案第１０号、令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算についてご説明いたします。

決算書の２８５ページをご覧ください。

歳入歳出ともに、予算現額６億４千９４９万７千円に対し、歳入決算額は６億３千９９８万

３９９円で、前年度と比較し、３千９０４万５千３０２円、６．５パーセントの増となって

おります。

歳出決算額は、６億３千５６２万７千６５２円で、前年度と比較し、３千９５８万７千７４

９円、６．６パーセントの増となっております。この結果、歳入歳出差引残額、４３５万２

千７４７円を翌年度へ繰り越すものでございます。

では、歳入についてご説明いたします。

２８６、２８７ページをご覧ください。

１款後期高齢者医療保険料は、予算現額５億３３２万５千円に対し、調定額５億１千６８４
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万６千３００円、収入済額４億９千４６０万８千６００円、不納欠損額７０４万１千９００

円、収入未済額１千５１９万５千８００円で、還付未済額を差し引いた実質収納率は、現年

分が９８．４パーセント、滞納繰越分が８．８パーセントでございます。

２款繰入金は、予算現額１億３千７１７万５千円に対し、調定額、収入済額ともに１億３千

７１７万４千５５１円で、一般会計からの事務費繰入金及び保険料軽減分に対する保険基盤

安定繰入金でございます。

３款繰越金は、予算現額４８９万５千円に対し、調定額・収入済額ともに４８９万５千１９

４円で、前年度からの繰越金でございます。

４款諸収入は、予算現額４１０万２千円に対し、調定額・収入済額ともに３３０万２千５４

円で、１項延滞金、加算金及び過料１万８千４００円は、保険料の延滞金でございます。

２項雑入３２８万３千６５４円は、千葉県後期高齢者医療広域連合からの賦課徴収に係る受

託費及び保険料の過年度還付金が主なものでございます。

以上、歳入合計が、予算現額６億４千９４９万７千円に対し、調定額６億６千２２１万８千

９９円、収入済額６億３千９９８万３９９円、不納欠損額７０４万１千９００円、収入未済

額１千５１９万５千８００円となっております。

では、歳出についてご説明いたします。

２８８、２８９ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額５９６万円に対し、支出済額は４７５万４千７０７円で、後期高齢

者医療制度事業の運営に関する管理費と保険料の賦課徴収に関する経費でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、予算現額６億４千１６万１千円に対し、支出済額は

６億２千９０１万１千６５１円で、千葉県後期高齢者医療広域連合へ納付した負担金でござ

います。

３款諸支出金は、予算現額２３７万６千円に対し、支出済額は１８６万１千２９４円で、保

険料の過誤納還付金と、過年度精算分の一般会計への繰出金でございます。

４款予備費は、予算現額１００万円を計いたしましたが、支出はございません。

以上、歳出合計は、予算現額６億４千９４９万７千円に対し、支出済額６億３千５６２万７

千６５２円、不用額１千３８６万９千３４８円となっております。

続きまして、議案第１１号、令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

決算書の３０３ページをご覧ください。

歳入歳出ともに予算現額４９億４５５万２千円に対し、歳入決算額は４５億９千３９４万４

千５２０円で、前年度と比較し、１億２千９７０万８千９５円、２．９パーセントの増と

なっております。

歳出決算額は、４５億１千７８８万９千５４７円で、前年度と比較し、１億５千９７３万６

千５１円、３．７パーセントの増となっております。

この結果、歳入歳出差引残額、７千６０５万４千９７３円につきましては、全額を翌年度へ
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繰り越すものでございます。

では、歳入についてご説明いたします。

３０４、３０５ページをご覧ください。

歳入１款保険料は、予算現額１３億１千８０５万１千円に対し、調定額１４億１千２５７万

５千２００円、収入済額１２億７千４６２万４００円、不納欠損額３千２９２万９千３００

円、収入未済額１億５０２万５千５００円となっており、収納率は９０．２パーセントでご

ざいます。

２款分担金及び負担金は、予算現額１８０万円に対し、調定額１６０万９千５００円、収入

済額１６０万８千円で、これは配食サービス事業に係る利用者の自己負担金でございます。

なお、収入未済額１千５００円につきましては、翌年度に、過年度分として収入済でござい

ます。

３款国庫支出金は、予算現額８億５千７４４万２千円に対し、調定額・収入済額ともに７億

８千９１０万８千９７５円で、主なものは、介護給付費に係る国庫負担金及び地域支援事業

交付金でございます。

４款支払基金交付金は、予算現額１２億２千８９９万３千円に対し、調定額・収入済額とも

に１１億２千３７８万６千１３２円で、第２号被保険者の保険料に対する社会保険診療報酬

支払基金からの交付金でございます。

５款県支出金は、予算現額７億１千５３万４千円に対し、調定額６億５千２１４万３千３６

７円、収入済額６億１千８５４万３千３６７円で、介護給付費に係る県負担金が主なもので

ございます。

なお、収入未済額３千３６０万円につきましては、介護施設等整備事業に係る県補助金を予

算計上し、交付決定を受けておりましたが、該当事業が年度内に完了しなかったため、翌年

度へ明許繰越をしたものでございます。

６款財産収入は、予算現額１４万３千円に対し、調定額・収入済額ともに３１万３８７円で、

これは、介護給付費準備基金積立金利子及び公用車２台分の売払収入でございます。

７款繰入金は、予算現額６億７千３５１万円に対し、調定額・収入済額ともに６億７千２０

８万５千円で、介護給付費に係る市の負担金、地域支援事業、低所得者介護保険料軽減分及

び事務費に係る繰入金でございます。

８款諸収入は、予算現額７０９万６千円に対し、調定額・収入済額ともに７７９万９千３３

０円で、臨時職員等保険料個人負担金、地域支援事業費収入及び南部地域包括支援センター

業務委託料返還金が主なものでございます。

９款繰越金は、予算現額１億６９８万３千円に対し、調定額・収入済額ともに１億６０８万

２千９２９円で、前年度からの繰越金でございます。

以上、歳入合計が、予算現額４９億４５５万２千円に対し、調定額４７億６千５５０万８２

０円、収入済額４５億９千３９４万４千５２０円、不納欠損額３千２９２万９千３００円、

収入未済額１億３千８６２万７千円となっております。
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続いて、歳出についてご説明をいたします。

３０６、３０７ページをご覧ください。

１款総務費は、予算現額８千６５５万１千円に対し、支出済額４千６９７万８千４９１円で、

１項総務管理費８０７万３千１２９円は、介護保険の資格給付に関する経費でございます。

なお、翌年度繰越額３千３６０万円は、地域介護・福祉空間整備事業補助金に係る事業が、

年度内に完了しなかったことに伴い、翌年度へ明許繰越をしたものでございます。

２項徴収費５０６万６千２５２円は、第１号被保険者の保険料賦課・徴収に係る経費でござ

います。

３項介護認定審査会費３千３８３万９千１１０円は、介護認定審査会開催に係る経費でござ

います。

２款保険給付費は、予算現額４４億１千９２７万３千円に対し、支出済額４０億９千６５３

万５千７１円で、１項介護サービス等諸費３７億２千４７１万９千２９５円は、介護給付費

でございます。

２項介護予防サービス等諸費７千４８２万６千５７２円は、介護予防給付費でございます。

３項高額介護サービス等費９千２２１万４千７１円は、高額介護サービス費及び高額介護予

防サービス費でございます。

４項高額医療合算介護サービス等費１千３０万７千３３２円は、医療及び介護保険制度の自

己負担額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超える部分に係る給付でございます。

５項特定入所者介護サービス等費１億９千１３７万８千８０１円は、介護保険施設に入所す

る低所得者等の食費及び居住費に対して、負担限度額を超える部分に係る給付でございます。

６項その他諸費３０８万９千円は、介護給付費請求書等の審査支払手数料でございます。

３款地域支援事業費は、予算現額１億９千９万８千円に対し、支出済額１億６千８３０万７

千３１４円で、１項介護予防・生活支援サービス事業費１億３１３万７千４７３円は、介護

保険の要支援者認定者等に対して行う訪問型サービス及び通所型サービスに係る経費が主な

ものでございます。

２項一般介護予防事業費３７４万９千２７９円は、運動機能向上を目的とした運動教室や、

認知機能低下予防教室等への講師派遣依頼など、介護予防に要した経費でございます。

３項包括的支援事業費・任意事業費６千１００万９４２円は、高齢者配食サービス事業、お

むつ支給事業、南部地域包括支援センター事業及び地域包括支援センター派遣職員に係る負

担金などが、主なものでございます。

４款基金積立金は、予算現額１億３千１０６万７千円に対し、支出済額１億３千１４万２千

３８７円で、全額が介護給付費準備基金積立金でございます。

５款諸支出金は、予算現額７千６５６万３千円に対し、支出済額７千５９２万６千２８４円

で、１項償還金及び還付加算金３千６３１万５千６１０円は、保険料過誤納還付金及び介護

給付費等の平成３０年度精算に伴います返還金に係る経費でございます。

３項繰出金３千９６１万６７４円は、一般会計からの繰入金のうち、介護給付費の負担金額
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確定に伴う返還金でございます。

６款予備費の支出はございませんでした。

以上、歳出合計、予算現額４９億４５５万２千円に対し、支出済額４５億１千７８８万９千

５４７円、翌年度繰越額３千３６０万円、不用額３億５千３０６万２千４５３円でございま

す。

以上で、令和元年度八街市国民健康保険特別会計、八街市後期高齢者医療特別会計、八街市

介護保険特別会計の決算についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（鈴木広美君）

続きまして、議案第１２号、市川建設部長。

○建設部長（市川明男君）

それでは、議案第１２号、令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

決算書の３３５ページをご覧ください。

初めに、歳入ですが、予算現額８億２千４６４万９千円に対しまして、決算額は８億２千１

７５万５千８２円で、決算額を前年度と比較いたしますと、４千３８８万３千２４８円、５．

６パーセントの増となっております。

次に、歳出ですが、予算現額８億２千４６４万９千円に対しまして、決算額は７億７千８５

７万４０２円で、決算額を前年度と比較しますと、５千３７５万７千８５７円、７．４パー

セントの増となっております。

歳入歳出差引の結果、残額は４千３１８万４千６８０円となり、全額を翌年度へ繰り越すも

のでございます。

続きまして、歳入の概要についてご説明いたします。

３３６ページ、３３７ページをご覧ください。

歳入１款分担金及び負担金につきましては、予算現額４３８万９千円に対しまして、調定額

６０６万６千６４０円、収入済額５２７万８千９５０円、不納欠損額１１万２千１００円で、

収入未済額は６７万５千５９０円でございます。収入済額を前年度比較しますと、２１９万

５千７６０円、２９．４パーセントの減となっております。これは、受益者負担金の新規賦

課分及び滞納繰越分の調定額及び収納額が減少したことによるものでございます。

なお、受益者負担金の収納率につきましては、現年分が９７．９パーセント、滞納繰越分が

４７．９パーセントでございました。

次に、２款使用料及び手数料につきましては、予算現額２億４千２９５万９千円に対しまし

て、調定額２億５千２５万１千８６０円、収入済額２億１千７５０万４千３３０円、不納欠

損額８０万６千４５０円で、収入未済額は３千１９４万１千８０円でございます。収入済額

を前年度と比較しますと、２千７８９万５千２００円、１１．４パーセントの減となってお

ります。
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なお、このうち１項使用料につきましては、下水道使用料及び行政財産使用料で、収入済額

２億１千７４４万４千３３０円を前年度と比較しますと、２千７６７万２００円、１１．３

パーセントの減となっており、下水道使用料の収納率につきましては、現年分が８８．２

パーセント、滞納繰越分が４６．４パーセントでございました。

また、２項手数料につきましては、指定下水道工事店の登録手数料で、収入済額６万円を前

年度と比較しますと、２２万５千円、７８．９パーセントの減となっております。

次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額・調定額ともに６千９７０万円、収入済額

６千７２０万円で、収入未済額２５０万円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、

２千１９０万円、４８．３パーセントの増となっております。これは、大池調整池整備の繰

越工事費分の増が主なものでございます。

次に、４款繰入金につきましては、予算現額、調定額、収入済額ともに２億８千１２８万７

千円で、収入済額を前年度と比較しますと、１千８０８万７千円、６．９パーセントの増で

ございます。

次に、５款繰越金につきましては、予算現額９８７万４千円に対しまして、調定額・収入済

額ともに５千３０５万９千２８９円で 、収入済額を前年度と比較しますと、７１３万８千５

８２円、１１．９パーセントの減でございます。

次に、６款諸収入につきましては、予算現額４千４５４万円に対しまして、調定額４千５３

６万８千２１３円、収入済額４千３２２万５千５１３円で、収入未済額は２１４万２千７０

０円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、３千３７２万５千７９０円、３５５

パーセントの増となっております。

なお、２項雑入につきまして、収入済額が４千３１９万８千１３円で、収入済額を前年度と

比較しますと、３千３６９万８千６９０円、３５４．７パーセントの増となっております。

これは、前年度からの明許繰越分を含む大池調整池整備事業に係る一般会計負担金の増が主

なものでございます。収入未済額２１４万２千７００円につきましては、大池調整池維持管

理に係る一般会計からの負担金でございます。

次に、７款市債につきましては、予算現額１億７千１９０万円に対しまして、調定額・収入

済額ともに１億５千４２０万円で、収入済額を前年度と比較しますと、７４０万円、５．０

パーセントの増でございます。これは、主に前年度からの明許繰越分を含む起債対象事業費

の増によるものでございます。

以上、歳入の合計といたしましては、予算現額８億２千４６４万９千円に対しまして、調定

額８億５千９９３万３千２円、収入済額８億２千１７５万５千８２円、不納欠損額９１万８

千５５０円、収入未済額は３千７２５万９千３７０円でございました。

続きまして、歳出の概要についてご説明いたします。

３３８ページ、３３９ページをご覧ください。

１款下水道事業費につきましては、予算現額４億７千２１万２千円に対しまして、支出済額

４億２千５６８万４千１９３円、翌年度繰越額８５０万円、不用額は３千６０２万７千８０
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７円でございます。支出済額を前年度と比較しますと、５千２４９万２千８１６円、１４．

１パーセントの増となっております。

なお、このうち１項総務管理費の支出済額につきましては、１億９千８３５万５千２００円

で、前年度と比較しますと、２千１７５万２千９０５円、９．９パーセントの減となってお

ります。これは、法適化移行事業費の減及び令和２年４月から官公庁会計から公営企業会計

に移行したことから、出納整理期間がなく、３月３１日で打切決算となりました。４月１日

以降の支出につきましては、未払いとして決算処理をしており、維持管理費等は、公営企業

会計移行後に支出していることが、減少の主なものでございます。

また、２項下水道建設費につきましては、支出済額が２億２千７３２万８千９９３円で、前

年度と比較しますと、７千４２４万５千７２１円、４８．５パーセントの増となっており、

これは、大池調整池整備工事の当該年度事業費の増及び前年度からの明許繰越分が主な要因

でございます。

次に、２款公債費につきましては、予算現額３億５千３７４万６千円に対しまして、支出済

額３億５千２８８万６千２０９円で、不用額は８５万９千７９１円でございます。支出済額

を前年度と比較しますと、１２６万５千４１円の増となっており、下水道事業債償還元金等

の増によるものでございます。

次に、３款予備費につきましては、当初予算額１００万円に対しまして、予算現額６９万１

千円で、前年度と比較しますと、３０万９千円、３０．９パーセントの減となっております。

これは、昨年の台風１５号の影響により発生しました大規模停電により、マンホールポンプ

が停止したため、大型発電機及び搭載用トラックの賃借料等に３０万９千円を充当いたしま

した。

以上、歳出の合計といたしましては、予算現額８億２千４６４万９千円に対しまして、支出

済額７億７千８５７万４０２円、翌年度繰越額８５０万円で、不用額は３千７５７万８千５

９８円でございます。

以上をもちまして、令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の概要につきまして

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

続きまして、議案第１３号、海保水道課長。

○水道課長（海保直之君）

それでは、議案第１３号、令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、ご説明いたします。

別冊、八街市水道事業会計決算及び事業報告書をご覧ください。

２ページをお開きください。

（１）収益的収入及び支出でございますが、収入第１款水道事業収益は、予算額合計１２億

２千８１６万１千円に対しまして、決算額は１１億８千４１０万７千９９２円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項営業収益７億８千９８６万７千６３０円、第２項営業外収益３
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億９千４２４万３６２円となっております。

営業収益の主なものは、水道料金でございます。また、営業外収益の主なものは、他会計補

助金、県補助金及び給水申込負担金でございます。

第３項特別利益につきましては、収入はございませんでした。

次に、支出ですが、第１款、水道事業費用は、予算額合計１０億６千２１５万６千円に対し

まして、決算額は、１０億３千４５８万８千６１７円となり、執行率は９７．４パーセント

となりました。

決算額の内訳ですが、第１項営業費用９億６千９６４万７千２３６円、第２項営業外費用６

千４９４万１千３８１円となっております。

営業費用の主なものは、受水費、施設の運転管理などの委託料及び修繕費、減価償却費でご

ざいます。また、営業外費用の主なものは、企業債利息でございます。

第３項予備費、第４項特別損失につきましては、支出はございませんでした。

続きまして、（２）資本的収入及び支出でございますが、収入第１款資本的収入は、予算額

合計９千２２１万６千円に対しまして、決算額は、２千４８６万６千４００円となりました。

決算額の内訳ですが、第１項企業債１千４３０万円、第２項出資金２８９万５千円、第３項

工事負担金７６７万１千４００円となり、これは、老朽管更新事業に伴う起債の借入れ、上

水道広域化対策出資金及び移設工事に伴う工事負担金でございます。

次に、支出ですが、第１款資本的支出は、予算額合計３億３千４３７万１千円に対しまして、

決算額は、２億４千３５２万８千４５８円となり、執行率は７２．８パーセントとなりまし

た。

決算額の内訳ですが、第１項建設改良費４千７３７万５千４９８円、第２項企業債償還金１

億９千６１５万２千９６０円となっており、これは、老朽管更新事業費及び企業債の償還金

でございます。

第３項予備費につきましては、支出はございませんでした。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、２億１千８６６万２千５８円につきまし

ては、主に、減債積立金及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填しております。

６ページをお開きください。

令和元年度八街市水道事業剰余金処分計算書（案）についてご説明いたします。

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、当年度未処分利益剰余金が生じていること

から、議会の議決による処分として１億２千万円を資本金への組入れ、１億４千７３８万３

千２３６円を減債積立金に積立てるものであります。

なお、４ページから９ページにつきましては、損益計算書、剰余金計算書、貸借対照表が掲

載されております。

１３ページをお開きください。

次に、令和元年度八街市水道事業報告書につきまして、ご説明いたします。

１．概況（１）総括事項事業の状況でございますが、令和元年度末の給水戸数は、前年度と
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比較しますと１４３戸、率にいたしまして１．０パーセントの増加となり、１万５千２５戸

となりました。

年間有収水量につきましては、前年度より６万７千６４２立方メートル、率にして２．１

パーセントの減少となり、３１５万２千２７５立方メートルとなりました。また、印旛広域

水道用水供給事業からの受水量は、前年度より５千９０１立方メートル増加し、２１５万９

千３９６立方メートルとなりました。

次に、建設改良工事の状況でございますが、施設改良工事として、上水道更新工事を１箇所、

上水道布設替工事を１箇所実施しました。

次に、経理の状況でございます。令和元年度収益的収支の状況につきましては、水道事業収

益１１億１千８３５万５千９４１円に対しまして、水道事業費用９億７千９７万２千７０５

円となり、１億４千７３８万３千２３６円の純利益を生じ、その他の未処分利益剰余金変動

額１億２千万円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は２億６千７３８万３千２３６円とな

りました。

次に、資本的収支の状況につきましては、収入総額２千４８６万６千４００円に対しまして、

支出総額２億４千３５２万８千４５８円となり、不足する額２億１千８６６万２千５８円に

つきまして、補填しました。

なお、工事等の概要、業務、会計他につきましては、１５ページ以降に掲載されております。

以上で、議案第１３号、令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木広美君）

以上で説明が終わりました。

お諮りします。ただいま議題となっています諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につい

て、議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任について及び議案第２号、教育委員会

委員の任命については人事案件ですので、質疑、委員会付託及び討論を省略して、直ちに採

決したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。

最初に、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。

お諮りします。この件については、直ちに意見を決定したいと思います。

人権擁護委員候補者を、市長の推薦のとおり、適任と認めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。諮問第１号は、市長の推薦のとおり、適任と認めることに決定いた

しました。
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次に、議案第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。

この議案に同意することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第１号は同意することに決定いたしました。

次に、議案第２号、教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

この議案に同意することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。議案第２号は同意することに決定いたしました。

お諮りします。議案第８号から議案第１３号は１８人の委員で構成する決算審査特別委員会

を設置して、これに付託し審査することにしたと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。決算審査特別委員会を設置して、これに付託し、審査することに決

定いたしました。

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条第

１項の規定により、議長から指名いたします。

委員は、付託してあります名簿のとおり、１８名を指名いたします。

これから、しばらく休憩し、決算審査特別委員会を開き、正副委員長の互選を行いますので、

委員の皆様は議員控室にお集まりください。

しばらく休憩いたします。本会議再開時刻につきましては、事務局よりご連絡をいたします。

（休憩 午後０時０２分）

（再開 午後０時１４分）

○議長（鈴木広美君）

それでは、再開します。

正副委員長が決定しましたので、報告いたします。

決算審査特別委員会委員長に山田雅士議員、同副委員長に木内文雄議員、以上のとおり決定

をいたしました。

議案第８号から議案第１３号、配付の議案付託表のとおり決算審査特別委員会に付託し、開

催日の通知といたします。

日程第５、休会の件を議題といたします。

明日９月１日から３日は、議案調査のため休会したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鈴木広美君）

ご異議なしと認めます。９月１日から９月３日は休会することに決定しました。
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本日の日程は全て終了しました。

本日の会議はこれで終了します。

９月４日は午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。

議員の皆様に申し上げます。９月１１日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑の

ある方は、８日、午後１時までに通告書を提出するようお願いいたします。なお、所属する

常任委員会の所管する議案については質疑を避けるようお願いいたします。

議員の皆様に申し上げます。この後、広聴広報特別委員会を開催いたしますので、関係する

議員は第２会議室にお集まりください。広聴広報特別委員会終了後、議会改革特別委員会小

委員会を開催しますので、関係する議員は第２会議室にお集まりください。

ご苦労さまでした。

（散会 午後０時１６分）
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○本日の会議に付した事件

１．会議録署名議員の指名

２．会期の決定

３．発議案の上程

発議案第３号

提案理由の説明

委員会付託省略、質疑、討論、採決

４．議案の上程

諮問第１号、議案第１号から議案第１３号

提案理由の説明

諮問第１号、議案第１号、議案第２号

質疑省略、委員会付託省略、討論省略、採決

決算審査特別委員会の設置及び付託

５．休会の件

………………………………………………………………………………………………………………

発議案第３号 八街市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定

について

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

議案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案第２号 教育委員会委員の任命について

議案第３号 八街市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 令和２年度八街市一般会計補正予算について

議案第５号 令和２年度八街市介護保険特別会計補正予算について

議案第６号 令和２年度八街市下水道事業会計補正予算について

議案第７号 令和２年度八街市水道事業会計補正予算について

議案第８号 令和元年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第９号 令和元年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第１０号 令和元年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第１１号 令和元年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第１２号 令和元年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第１３号 令和元年度八街市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について


